
月次レポート 作成基準日：2026年5月29日

HSBC ESG米国株式インデックスファンド
追加型投信／海外／株式／インデックス型

*当資料のデータおよびコメントにつきましては、特に記載がない限り作成基準日時点のものとなります。

基準価額と純資産総額の推移

(円) (億円)

*

商品概要 (当資料発行日現在） 期間別騰落率(税引前)

商品分類 ファンド ベンチマーク
設定日 2020年11月27日 1ヶ月 7.2% 7.1%

信託期間 無期限 3ヶ月 15.7% 15.9%

決算日 原則、11月6日/年1回決算 6ヶ月 17.7% 18.0%

信託報酬 税込年0.2465%以内 1年 49.1% 49.8%

3年 104.6% 106.5%

基準価額等 設定来 219.0% 224.9%

1万口当たり基準価額 (円) 31,899 *

設定来高値（2026年5月29日） 31,899   

設定来安値（2020年12月1日） 9,891

純資産総額 (億円) 29.9 信託財産の構成

* 基準価額は信託報酬控除後のものです。

税引前分配金の推移（１万口当たり）

決算期 分配金（円）

第1期（21年11月8日） 0

第2期（22年11月7日） 0

第3期（23年11月6日） 0

第4期（24年11月6日） 0

第5期（25年11月6日） 0

 - -

設定来累計 0

*

ファンドの詳細は こちら
もしくは右のQRコードからご覧ください。 *

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参
照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信
託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧ください。

将来の分配金は運用状況によって変化します。分配対象額
が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

追加型投信／海外／株式／インデックス型

基準価額は信託報酬（後掲の「当ファンドの費用」をご参照ください）控除後のものです。分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投
資したものです。将来の分配金は、運用状況によって変化します。ベンチマーク（FTSE USA ESG Low Carbon Select Index、円換算ベー
ス）は、設定日を10,000として指数化しております。

基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したもの
として計算しています。

マザーファンドの組入比率です。表示単位未満を四捨五入してい
るため、合計が100％にならない場合があります。

HSBC USA SCREENED EQUITY 

UCITS ETF 98.9%

キャッシュ等 1.1%

0

7

14

21

28

35

42

49

6,000

10,000

14,000

18,000

22,000

26,000

30,000

34,000

20/11/27 21/11/27 22/11/27 23/11/27 24/11/27 25/11/27
純資産総額 (右軸) 分配金再投資基準価額 (左軸) 基準価額 (左軸) ベンチマーク (左軸)

1/8

https://www.assetmanagement.hsbc.co.jp/ja/individual-investor/esgusequityindex#openTab=0


月次レポート 作成基準日：2026年5月29日

追加型投信／海外／株式／インデックス型

HSBC USA SCREENED EQUITY UCITS ETFの概要

セクター別比率

組入上位銘柄と組入比率

銘柄名 セクター 比率

ジョンソン･エンド･ジョンソン ヘルスケア 8.0%

ビザ･インク 金融 7.7%

マイクロソフト･コーポレーション 情報技術 7.3%

シスコ･システムズ･インク 情報技術 6.7%

エヌビディア 情報技術 5.5%

インテル･コーポレーション 情報技術 5.5%

アップル･インク 情報技術 4.3%

情報技術 2.6%

アマゾン･ドット･コム･インク 一般消費財・サービス 2.6%

10 メルク･アンド･カンパニー･インク ヘルスケア 2.4%

組入銘柄数 297

* 表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

銘柄名は、報道等の表記を参考にＨＳＢＣアセットマネジメントが翻訳しており、発行体の公式名称やその和文訳と異なる場合があります。

セクターは世界産業分類基準に基づきます。

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

3

順位

1

HSBC ESG米国株式インデックスファンド

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目
論見書）」を必ずご覧ください。
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アドバンスト・マイクロ・デバイセズ

情報技術 45.6%

金融 14.5%

ヘルスケア 13.5%

一般消費財・サービス

7.8%

コミュニケーション・サービス

6.3%

素材 4.2%

その他 7.6% キャッシュ等 0.5%
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月次レポート

追加型投信／海外／株式／インデックス型

注)P.3～7の内容は、当資料発行日時点で最新の目論見書を基準としております。
設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目
論見書）」を必ずご覧ください。

HSBC ESG米国株式インデックスファンド

当フ ァ ン ド の特色

◼ FTSE USA ESG Low Carbon Select In d ex（ 円換算ベース） をベンチマーク と し ます。

対象指数と なる 「 FTSE U SA  ESG Lo w  Ca rb o n  Se lect In d ex （ 円換算ベース） 」 に概ね
連動する 投資成果を めざし て運用を 行います。

米国企業においてＥ Ｓ Ｇ 等への取組みを 評価する 指数※に概ね連動する 投資成果を めざし て
運用を 行います。
※以下「 対象指数」 または「 ベン チマーク 」 と いいます。

市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。

「 Ｈ Ｓ Ｂ Ｃ Ｅ Ｓ Ｇ 米国株式イ ン デッ ク スマザーフ ァ ン ド 」 への投資を 通じ て、 主と し て米
国の株式を 実質的な投資対象資産と する 上場投資信託証券（ Ｅ Ｔ Ｆ ） に投資を 行います。

◼ 実質組入外貨建資産については、 原則と し て為替ヘッ ジを行いません。

◼ 主な投資対象ETFは「 HSBC USA SCREENED EQUITY UCITS ETF」 と し ます。 同フ ァ ンド はＨ Ｓ Ｂ

Ｃ グループによっ て運営さ れている上場投資信託証券（ ETF） です。 FTSE USA ESG Low  Carbon  

Select In d exに連動する投資成果を目指し ます。

なお、 投資対象Ｅ Ｔ Ｆ は、 委託会社の判断により 今後変更と なる場合があり ます。

＜分配金に関する 留意点＞

 分配金は、 預貯金の利息と は異なり 、 投資信託の純資産から 支払われますので、 分配金が支払われると 、 その金額相当分、 基

準価額は下がり ます。

 分配金は、 計算期間中に発生し た収益（ 経費控除後の配当等収益および評価益を 含む売買益） を 超えて支払われる場合があり

ます。 その場合、 当期決算日の基準価額は前期決算日と 比べて下落するこ と になり ます。 また、 分配金の水準は、 必ずし も 計

算期間におけるフ ァ ンド の収益率を示すも のではあり ません。

 投資者のフ ァ ンド の購入価額によっ ては、 分配金の一部または全部が、 実質的には元本の一部払戻し に相当する場合があり ま

す。 フ ァ ンド 購入後の運用状況により 、 分配金額より 基準価額の値上がり が小さ かっ た場合も 同様です。

当ファンドは円換算したFTSE USA ESG Low Carbon Select Indexに概ね連動することをめざして運用を行いますが、当ファンドの基準価額
の騰落率と対象指数の騰落率は一致するものではありません。この要因は、実際にマザーファンドへの投資を通じて投資をする上場投資
信託証券（ＥＴＦ）の値動きが当該インデックスの値動きと一致するものではないことのほかに、信用リスクの顕在化等が起こるとＥＴＦが当該
インデックスの騰落率に概ね連動しなくなる可能性があること、資金流出入と実際にＥＴＦを売買するタイミングのずれ、米ドル建てのＥＴＦを
日本時間で円換算することによる為替評価タイミングのずれ、ＥＴＦの売買・評価価格と当該インデックスとのずれ、売買コスト・信託報酬・監
査報酬等の費用を当ファンドで負担すること等によるものです。また、当ファンドの投資効果が対象指数と連動することを保証するものでは
ありません。
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月次レポート

追加型投信／海外／株式／インデックス型

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

HSBC ESG米国株式インデックスファンド

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目
論見書）」を必ずご覧ください。

⚫ FTSE USA ESG Lo w Carb o n Select In dex がベンチマーク と し て選定さ れた理由

・ 米国の低炭素経済への移行に対応する企業を評価し ているこ と 。
・ 当指数に関するメ ソ ド ロジーがFTSE Ru ssell社から公表さ れ、 定量分析に基づく ESGスコ アリ ングにより

対象企業を評価する透明性の高い指数であるこ と 。

⚫ FTSE USA ESG Lo w Carb o n Select In dex の構築プロセス

＊ 国連グローバル・ コ ンパク ト （ UNGC） と は

国際連合（ 国連） と 民間（ 企業・ 団体） が手を結び、 健全なグローバル社会を築く ための世界最大のサステナビリ ティ イ ニシアチ

ブで、 4分野（ 人権、 労働、 環境、 腐敗防止） 10 原則を定めおり 、 いずれも 世界的に採択・ 合意さ れた普遍的な価値と し て国際社

会で認めら れているも のです。

※ グローバル・ コ ンパク ト ・ ネッ ト ワーク ・ ジャ パン（ GCNJ） の資料を元にＨ Ｓ Ｂ Ｃ アセッ ト マネジメ ント 株式会社が作成し ており 、

今後変更さ れる可能性があり ます。

・ ESGスコ アに関し て第三者である情報提供会社のデータ を用いていますが、 提供さ れるESGデータ が必ずし も 信頼性、 一貫性を保っ

ていると は限ら ず、 フ ァ ンド のサステナビリ ティ リ スク を適切に評価するこ と に支障をき たし 、 環境［ E］ ・ 社会［ S］ の特性を促

進でき ない場合があり ます。

※ FTSE Ru ssell 社の資料を基にＨ Ｓ Ｂ Ｃ アセッ ト マネジメ ント 株式会社が作成。 なお、 上記は本書作成時現在知り う る情報であり 、

今後変更さ れる可能性があり ます。
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月次レポート

追加型投信／海外／株式／インデックス型

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

HSBC ESG米国株式インデックスファンド

当ファンドの主なリスク

投資信託は元本保証のない金融商品です。 また、 投資信託は預貯金と は異なる こ と にご注意く ださ い。
当フ ァ ンド は、 主に値動き のある有価証券を実質的な投資対象と し ますので、 組入有価証券の価格変動あ
る いは外国為替の相場変動次第では、 当フ ァ ン ド の基準価額が下落し 、 投資者の皆さ まの投資元本を 割り
込むこ と があり ます。 当フ ァ ンド の運用による損益はすべて投資者の皆さ まに帰属し ます。
当フ ァ ンド は、 特定の有価証券等への投資にかかるリ スク を 伴いますが、 複数銘柄に分散する場合に比べ、
分散投資効果が得ら れないこ と から 、 特定の有価証券等が受けるリ スク の影響をほぼ直接に受けます。

株価は、 政治・ 経済情勢、 発行企業の業績、 市場の需給等を反映し て変動し ます。 株価
は短期的または長期的に大き く 下落するこ と があり ます。 株式市場には株価の上昇と 下
落の波があり 、 現時点で価格が上昇傾向であっ ても 、 その傾向が今後も 継続する保証は
あり ません。

株 価 変 動 リ ス ク

株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、 倒産等に陥っ た場合には、 投資資
金が回収でき なく なる可能性があり ます。 債券等への投資を行う 場合には、 発行体の債
務不履行や支払遅延等が発生する場合があり ます。

信 用 リ ス ク

外貨建資産の円換算価値は、 当該外貨の円に対する為替レート の変動の影響を受けます。為 替 変 動 リ ス ク

急激かつ多量の売買により 市場が大き な影響を受けた場合、 または市場を取り 巻く 外部
環境に急激な変化があり 、 市場規模の縮小や市場の混乱が生じ た場合等には、 機動的に
有価証券等を売買できないこ と があり ます。

流 動 性 リ ス ク

投資対象国・ 地域において、 政治・ 経済情勢の変化等により 市場に混乱が生じ た場合、
または資本取引等に関する規制や税制の変更、 新たな規制が設けら れた場合には、 基準
価額が影響を受けるこ と や投資方針に沿っ た運用が困難になるこ と があり ます。

カ ン ト リ ー リ ス ク

委託会社、 その他関係法人

⚫当資料は委託会社が作成し た販売用資料です。 当資料は信頼に足ると 判断し た情報に基づき作成し ており ますが、 情報の正
確性、 完全性を保証するも のではあり ません。 当資料の記載内容等は作成時点のも のであり 、 今後変更さ れるこ と があり ま
す。 また、 データ 等は過去の実績あるいは予想を示し たも のであり 、 将来の成果を示唆するも のではあり ません。

⚫投資信託はリ スク を含む商品であり 、 主に値動きのある有価証券（ 外国証券には為替リ スク も あり ます。 ） に投資し ますの
で、 基準価額は組入有価証券の値動き、 為替変動による影響を受けます。 し たがいまし て、 元本が保証さ れるも のではあり
ません。 投資信託の運用成果（ 損益） はすべて投資者の皆さ まに帰属し ます。

⚫投資信託は預金保険・ 貯金保険の対象ではあり ません。 また、 保険契約者保護機構の保護の対象ではあり ません。 登録金融
機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の対象ではあり ません。 当フ ァ ンド の購入のお申込みに関し ては、 金融商品取引
法第37条の6の規定（ ク ーリ ング・ オフ ） の適用はあり ません。

⚫購入のお申込みにあたり まし ては、 投資信託説明書（ 交付目論見書） および契約締結前交付書面（ 目論見書補完書面等） を
販売会社から お受取り の上、 十分にその内容をご確認いただき、 ご自身でご判断く ださ い。

【 留意点】

Ｈ Ｓ Ｂ Ｃ アセッ ト マネジメ ント 株式会社：委 託 会 社

株式会社Ｓ ＭＢ Ｃ 信託銀行：受 託 会 社

委託会社の＜照会先＞でご確認いただけます。：販 売 会 社

基準価額の変動要因は、 上記に限定さ れるも のではあり ません。
上記のリ スク をご理解いただき、 投資の判断はご自身でなさ いますよう お願い申し 上げます。

＜照会先＞ 電話番号 03-3548-5690
（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ
www.assetmanagement.hsbc.co.jp

※販売会社固有情報（金融商品取引業者（登録番号）、加入協会等）については、当資料内「お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請
求は」をご覧ください。販売会社は、投資信託説明書（交付目論見書）の提供場所になります。

【留意点】
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月次レポート

追加型投信／海外／株式／インデックス型

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

HSBC ESG米国株式インデックスファンド

お申込みに関する要項

お申込みメ モ

購 入 単 位 販売会社が個別に定める単位と し ま す。

購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

換 金 単 位 販売会社が個別に定める単位と し ま す。

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換 金 代 金 原則と し て換金申込受付日から 起算し て5営業日目以降に販売会社でお支払いし ます。

換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行う た め、 大口換金には制限を設ける場合があり ます 。

申 込 受 付 不 可 日
日本国内の営業日であっ て も 、 ロン ド ン 、 ニ ュ ーヨ ーク の証券取引所の休場日また は銀行休業日
のいずれかに該当する場合には、 購入およ び換金の申込受付は行いま せん。

購入・ 換金の申込受付
の中止お よ び 取消 し

取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止そ の他やむを得ない事情があ
ると き は、 委託会社は購入・ 換金の申込受付の中止およ び取消し を行う 場合があり ます。

信 託 期 間 無期限（ 信託設定日： 2020年11月27 日）

繰 上 償 還 フ ァ ンド の残存口数が10億口を下回っ た場合等には、 信託を終了さ せる場合があり ます。

決 算 日 毎年11月6日（ 休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配
年1 回の決算時に収益分配方針に基づき 分配し ま す。 ただ し 、 分配対象額が少額の場合等には分
配を 行わないこ と があり ま す。 分配金の受取方法によ り 、 分配金を受取る 「 一般コ ース 」 と 分配
金を再投資する「 自動けいぞく 投資コ ース 」 の2つのコ ースがあり ます。

課 税 関 係

課税上は、 株式投資信託と し て取扱われま す。
公募株式投資信託は税法上、 一定の要件を満たし た場合にNISA（ 少額投資非課税制度） の適用対
象と なり ます。
当フ ァ ンド は、 NISAの「 成長投資枠（ 特定非課税管理勘定） 」 の対象ですが、 販売会社によ り 取
扱いが異なる場合があり ます。 詳し く は、 販売会社にお問い合わせく ださ い。
益金不算入制度、 配当控除の適用はあり ま せん。

そ の 他
基準価額（ 1 万口当たり ） は、 翌日の日本経済新聞朝刊に「 Ｅ Ｓ Ｇ 米株 i 」 の略称で掲載さ れます。
委託会社の判断により 購入申込の受付を 中止し た 場合等において 、 販売会社が定める定時定額に
よる受付を継続するこ と があり ます。
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HSBC ESG米国株式インデックスファンド

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第308号
加入協会／一般社団法人資産運用業協会、日本証券業協会

当フ ァ ンド の費用

投資者が直接的に負担する費用

購 入 時 手 数 料

購入金額に、 3 .30％（ 税抜3 .0 0 ％） を上限と し て 、 販売会社が個別に定める 率を乗じ て得た額
を購入時にご負担いただき ます。
詳し く は販売会社にお問い合わせく ださ い。
（ 購入時手数料は、 商品内容の説明なら びに購入手続き等にかかる費用の対価と し て 、 販売会社
に支払われます。 ）

信 託 財 産 留 保 額 あり ません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ）

年0 .1265％
（ 税抜年0 .115 ％）

フ ァ ン ド の日々の純資産総額に対し て信託報酬率を乗じ て 得た
額と し ます。 フ ァ ン ド の信託報酬は、 日々計上さ れ、 フ ァ ンド
の基準価額に反映さ れま す。 なお、 毎計算期間の最初の６ ヶ 月
終了日、 毎計算期末また は信託終了のと き 、 フ ァ ンド から 支払
われます。

（ 委 託 会 社 ） 税抜年0 .05％ フ ァ ンド の運用等の対価

（ 販 売 会 社 ） 税抜年0 .05％
分配金・ 換金代金の支払い、 運用報告書等の送付、 口座内での
フ ァ ンド の管理等の対価

（ 受 託 会 社 ） 税抜年0 .015％ 運用財産の管理、 委託会社から の運用指図の実行等の対価

投 資 対 象 と す る
投 資 信 託 証 券

年0 .12％（ 上限）
投資対象と する 投資信託証券の運用およ び管理等にかかる 費用
で、 当該投資信託証券の純資産総額に乗じ て得た額

実 質 的 な 負 担
年0 .2465% （ 税抜年0 .235% ）
以内

マザーフ ァ ンド が投資対象と する 投資信託証券の運用管理費用
を加味し て 、 投資者が実質的に負担する 運用管理費用について
算出し たも のです。

そ の 他 費 用 ・
手 数 料

フ ァ ンド の保有期間中、 その都度フ ァ ンド から 支払われます。

・ 有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う 外貨建資産の保管費用／信託財産に関する 租税、
信託事務処理に要する費用等

・ 振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う 法定書類の作成、 印刷、 交付およ び届出にかかる
費用／監査法人等に支払う 監査報酬等（ 純資産総額に対し 上限年0 .20％（ 税込） と し て日々計
上さ れ、 フ ァ ンド の基準価額に反映さ れま す。 な お、 毎計算期間の最初の６ ヶ 月終了日、 毎計
算期末または信託終了のと き、 フ ァ ンド から 支払われま す。 ）

・ 投資先投資信託証券における売買にかかる 手数料、 租税、 カ ス ト ディ ーフ ィ ー、 監査報酬等

その他費用・ 手数料は、 運用状況等によ り 変動する ため、 事前に料率等を記載するこ と ができ ま
せん。

フ ァ ンド の費用の総額については、 投資者のフ ァ ンド の保有期間に応じ て異なるため、 表記でき ません。
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お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は
（商号・金融商品取引業者の登録番号・加入協会の順に表示、証券・銀行・保険毎　五十音順、2026年6月10日現在）

金
融
商
品
取
引
業
者

登
録
金
融
機
関

○ 関東財務局長(金商)第44号 ○ ○ ○ ○

○ 関東財務局長(金商)第53号 ○ ○ ○ ○

○ 関東財務局長(金商)第106号 ○

○ 関東財務局長(金商)第164号 ○ ○

○ 関東財務局長(金商)第165号 ○ ○ ○ ○

○ 関東財務局長(金商)第61号 ○ ○ ○ ○

○ 関東財務局長(金商)第195号 ○ ○ ○ ○

○ 関東財務局長(登金)第633号 ○

○ 関東財務局長(登金)第10号 ○ ○

○ 関東財務局長(登金)第10号 ○ ○

○ 関東財務局長(登金)第624号 ○ ○

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

三菱ＵＦＪ eスマート証券株式会社

マネックス証券株式会社

PayPay銀行株式会社

HSBC ESG米国株式インデックスファンド

一
般
社
団
法
人
第
二
種

金
融
商
品
取
引
業
協
会

金融商品取引業者名

一
般
社
団
法
人
金
融

先
物
取
引
業
協
会

一
般
社
団
法
人

資
産
運
用
業
協
会

日
本
証
券
業
協
会

登録番号

株式会社イオン銀行 (委託金融商品取引業者 マネック
ス証券株式会社)

株式会社ＳＢＩ新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式
会社SBI証券)

株式会社ＳＢＩ新生銀行 (委託金融商品取引業者 マ
ネックス証券株式会社)

損保ジャパンＤＣ証券株式会社

岡三証券株式会社（岡三オンラインのみ）

株式会社ＳＢＩ証券

松井証券株式会社

楽天証券株式会社
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